


   

れた者で，登録業種が建築関係建設コンサルタント業務（建築一般）であること。 

（６）宮城県内に本社または営業所等を有する者であること。（営業所等の場合は，入札参加資格

申請時に本社から委任を受け，当組合から承認されていること。） 

（７）消防庁舎実施設計及び設計工事監理について下記条件を満たし，かつそれぞれ１件以

上の業務完了実績を有すること。 

   ・施  設：消防本部機能・消防指令機能及び消防署のある消防庁舎。 

   ・設計規模：新築で延べ床面積2,500㎡以上。 

   ・期  間：平成２３年度以降に業務完了していること。 

   ・地  域：東北地方（青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県） 

   ・業務内容：耐震構造又は，免震構造である「国土交通省告示別添一」の実施設計及

びその設計に基づく工事監理について，それぞれに元請で受注している

こと。 

※ただし，当該の実績が共同企業体構成員としての実績である場合には，共同企業体の

構成員のうち代表者のものに限る。 

（８）配置する技術者が下記の条件を満たし，かつすべて被雇用者であること。 

   ・管理技術者：管理技術者又は担当技術者として, 東北地方（青森県・岩手県・秋田

県・宮城県・山形県・福島県）に所在する，消防本部機能・消防指令

機能及び消防署のある消防庁舎で「国土交通省告示別添一」の実施設

計の実績及び設計工事監理を有する一級建築士であること。 

   ・照査技術者：一級建築士であること。 

（９）共同企業体による参加は、認めない。 

 

３．入札手続等 

（１） 担当課 

区  分 担当課 電話番号 住  所 

入 札 ・ 受 付 

・ 事 業 担 当 
財政課 022-345-1542 

〒981-3621 

黒川郡大和町吉岡字下町15番地の1 

（２） 入札参加資格申請書類の交付等 

入札参加資格申請書類の交付の期間及び場所は，５の表に示すとおりとする。 

（３） 設計図書等の閲覧等 

当該業務に係る仕様書及び図面（以下「設計図書等」という。）の閲覧期間及び場所

は，５の表に示すとおりとする。 

（４） 対象箇所の現場確認について 

当該業務に係る現場の確認は，５の表に示す期間内とし，確認場所・確認日は事業 

担当と協議の上決定する。 

（５）設計図書等に対する質問について 

設計図書等に質問がある場合は，指定の質問書に記入の上，５の表に示す期間内に指

定の場所に提出すること。 

なお，質問書に対する回答は，５の表に示す期日に入札参加者全員に対しＦＡＸ送信

する。 



   

（６）入札の日時，場所等 

入札の日時，場所等は，５の表のとおりとする。 

 

４．入札参加資格の確認等 

（１）申請書類 

入札参加を希望する者は，次に揚げる書類を提出し，入札参加資格の確認を受けな 

ければならない。 

ア 入札参加資格確認申請書（様式２） 【正・副２部】 

イ 令和３・４年度一般競争及び指名競争入札参加資格申請受理票（承認書）の写し 

ウ 設計業務実績調書（様式３） 

エ ウに係る仕様書を含む契約書（写し），設計業務実績証明書又は検査結果通知書（写

し）等の証明書類。共同企業体の場合は，協定書等（写し） 

オ 配置予定の技術者に関する調書（様式４） 

カ 配置予定技術者の業務経歴書 

キ 配置予定技術者の資格を証明できるもの（写し） 

ク 継続的な雇用関係を証明できるもの（写し） 

ケ 入札参加資格確認通知書返送用封筒 １枚 

（申請者の住所及び名称を記載し，返信用切手を貼付した返信用封筒） 

  コ 組合から連絡するときの窓口となる担当者の名刺 

 

（２）入札参加資格確認申請書類の提出期限及び場所 

入札参加資格確認申請書類の提出方法，提出期限及び場所は，５の表に示すとおりと

する。 

ア 提出方法 

郵送（一般書留，簡易書留）または直接持参すること。なお，郵送の場合は封筒に

「入札参加申請書類在中」と朱書きすること。 

（３）入札参加資格の有無については，５の表に示す期日に通知する。 

（４）入札参加希望者が，入札参加資格を有すると認められなかった場合は，その理由につ 

いて書面で問合せすることができる。その場合は，その旨を記載した書面を令和4年11

月21日までに財政課へ提出すること。 

 

 

５．入札日程等 

 

手 続 等 期 間・期 日・期 限 場 所 等 

入札参加確認申請書

類の交付 

令和4年10月13日（木）から 

令和4年11月 7日（月）まで 

〒981-3621 

大和町吉岡字下町15番地の1 

黒川地域行政事務組合 財政課 

 

手 続 等 期 間・期 日・期 限 場 所 等 



   

設計図書等の閲覧・

配布 

令和4年10月13日（木）から 

令和4年11月22日（火）まで 

〒981-3621 

大和町吉岡字下町15番地の1 

黒川地域行政事務組合 財政課 

CD-Rを持参しデータにより配布する 

※一部について組合ホームページ

からダウンロード可能 

入札参加確認申請書

類の提出・受付 

令和4年10月13日（木）から 

令和4年11月 7日（月）まで 

〒981-3621 

大和町吉岡字下町15番地の1 

黒川地域行政事務組合 財政課 

入札参加資格通知 令和4年11月10日（木）発送  

質問の受付 

（FAXによる受付） 

令和4年10月31日（月）から 

令和4年11月 4日（金）まで 

大和町吉岡字下町15番地の1 

黒川地域行政事務組合 財政課 

ＦＡＸ０２２－３４５－１５４３ 

質問書の回答の送付 令和4年11月 9日（水）発送 入札参加者全員にＦＡＸにて回答 

入札 
令和4年11月22日（火） 

午後1時30分から 

〒981-3621 

大和町吉岡字下町15番地の1 

黒川地域行政事務組合事務所 

会議室 

（注）上記の期日は，土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第178号） 

に規定する祝日を除く午前9時から午後4時まで（正午から午後1時までを除く）とする。 

 

６．入札方法等 

（１）郵便，電報及びファクシミリによる入札は認めない。 

（２）落札者の決定にあたっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を

切り捨てた金額）をもって契約金額とするので，入札参加者は，消費税及び地方消費税

に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）再度の入札の回数は，２回を限度とする。 

 

７．入札保証金 

    免除する。 

 

８．積算内訳書の提出について 

（１）第１回目の入札に際し，第１回目の入札書に記載されている入札金額に対応した積算

内訳書を提出すること。 

（２）積算内訳書の様式は問わないが，内容については，数量，単価，金額を記載するこ

と。 

（３）積算内訳書は返戻しない。 

 

９．入札の無効 



   

本公告に示した入札に参加する者として必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った

者のした入札並びに黒川地域行政事務組合競争入札参加心得において示した条件に違反

した者の入札は，無効とする。 

なお，入札参加資格のある旨を確認された者であっても，確認の後，入札時点におい

て２に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者のした入札は，無効とする。 

   

１０. 落札者の決定 

（１）黒川地域行政事務組合財務規則（平成１３年規則第２号）第９３条の規定に基づいて

作成された予定価格の制限の範囲内で，最低の価格をもって有効な入札をした者を落札

者とする。 

（２）入札の結果，落札者が決定しなかった場合は，地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第号の規定に基づき，随意契約により契約を締結することがある。 

 

１１．契約保証金 

落札者は，黒川地域行政事務組合財務規則（平成１３年規則第２号）第１１１条の規

定に基づき，請負金額の１００分の１０以上の金額を契約保証金として納付すること。 

ただし，黒川地域行政事務組合財務規則第１１２条に該当するときは，免除すること

ができる。 

 

１２．契約の締結 

落札者の決定後，この入札に係る契約の締結までの間において，当該落札者が２に掲

げる要件のいずれかを満たさなくなった場合には，当該契約を締結しないことがある。 

 

１３．契約書作成の要否 

   必要とする。 

 

１４．その他必要事項 

（１）一度提出した入札書は，撤回をすることができない。 

（２）本件執行については，地方自治法及び同法施行令に定めるところによる。その他入札執行

者が指示する事項を遵守すること。 

（３）その他詳細不明な点については，次に照会すること。 

【入札・受付・事業に関すること】 

宮城県黒川郡大和町吉岡字下町１５番地の１ 

黒川地域行政事務組合 財政課 TEL：022-345-1542 FAX：022-345-1543 


